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発電用原子炉施設のデジタル安全保護回路に係る 

共通要因故障対策の今後の対応について 

 

 

令和２年７月８日 

原子力規制 庁  

 

１．経緯 

発電用原子炉施設のデジタル安全保護回路に係る共通要因故障対策については、「発電

用原子炉施設におけるデジタル安全保護系の共通要因故障対策等に関する検討チーム」

（以下「デジタル検討チーム」という。）において、これまで4回の検討会合を開催した。 

原子力規制庁は、令和2年3月11日及び令和2年3月23日の原子力規制委員会において、こ

れまでの検討チームにおける検討結果を報告するとともに、デジタル安全保護回路に係る

共通要因故障対策として満足すべき水準（以下「対策水準」という。）の案を原子力規制

委員会に諮った。 

原子力規制委員会は、第73回原子力規制委員会（令和2年3月23日）において対策水準に

ついて了承し、原子力規制庁に対してその取扱いを検討するよう指示した。 

 

【これまでの原子力規制委員会の議論】 

○デジタル安全保護回路に係る共通要因故障対策は、品質確保措置の要求やSA対策におけ

る有効性評価により現状において災害防止上の支障はないといえるが、更なる信頼性向

上を図る観点から対策水準の見直しの検討を行う。 

○見直す場合の対策水準は、事務局案（別添１の３．（１））のとおりとする。 

○審査の形式で確認してはいないものの、デジタル検討チームの会合で聴取したところに

よれば、既存の実用発電用原子炉施設は事業者の自主設備によって新たな対策水準の大

部分を満足していると考えられる。また、対策水準を完全に満足するため、現在設けら

れている自主設備に加え、BWR（ABWR）については警報機能の強化が、PWRについては安

全注入の自動作動化が必要との方向は、妥当と考えられる。 

 

２．今後の対応について 

（１）新たな対策水準については、主に次のような論点があると考えられる。 

○新たな対策水準の位置付け 

○新たな対策水準を満足するための事業者の取組 

○新たな対策水準が十分に満足されない場合の対応 

 

（２）今後の対応案 

事業者は、デジタル検討チームの会合において本件への対応に必要な期間を具体的に

示すなど、自律的かつ計画的に取り組む意向を表明している（別添１の３．（２）③及

び別添２の２．（４））。そこで、当面の対応として、事業者から別添１の３．（１）
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の内容を事業者自らの自主的取組でどのように実現されるのか公開の会合で提案を受け

ることとする。必要に応じて、進捗の状況を公開の会合で把握し、その結果を原子力規

制委員会に報告する。また、（１）の論点についても引き続き検討する。 

なお、継続的な安全性の向上については、「継続的な安全性向上に関する検討チーム

の設置について（令和2年7月8日原子力規制委員会資料３）」に基づき検討チームを設

置して検討を進めることとしている。 

 

＜添付資料一覧＞ 

別添１ 発電用原子炉施設のデジタル安全保護回路に係る共通要因故障対策の強化につい

て（検討チームにおける検討結果の報告）（令和元年度第69回原子力規制委員会

資料４） 一部抜粋 

別添２ 発電用原子炉施設のデジタル安全保護回路に係る共通要因故障対策の強化につい

て（第2回）～検討チームにおける検討結果の追加報告～（令和元年度第73回原

子力規制委員会資料２） 一部抜粋 

別添３ 令和元年度第73回原子力規制委員会議事録 一部抜粋 
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令和元年度 原子力規制委員会 第73回臨時会議 

 

令和２年３月23日 

14:00～15:15 

原子力規制委員会庁舎 会議室Ａ 

 

 

議事次第 

 

 

 議題１：東京電力福島第一原子力発電所の事故調査に係る当面の計画等について 

 議題２：発電用原子炉施設のデジタル安全保護回路に係る共通要因故障対策の強化につ

いて（第２回）～検討チームにおける検討結果の追加報告～ 

 議題３：「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果を受けた事

業者からの意見聴取結果及びこれを踏まえた基準の改正方針について（第２回） 
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ないから、現場を変えるという判断をするのだったら、それこそ表面を採ってきたいとこ

ろなのだけれども、実際に手を付けるまでの間に方針を明確にした方がいいですね。表面

をどう扱うのかというところについては、方針をはっきりさせた方がいいと思います。 

 あとは、ここにはさらっとしか書かれていないけれども、SGTS、真空破壊弁はずっと追

いかけている話だから、これはその後やるということなのだろうけれども。 

 私からはこれぐらいで。 

 よろしいですか。 

（首肯する委員あり） 

○更田委員長 

 ありがとうございました。 

 ２つ目の議題は、「発電用原子炉施設のデジタル安全保護回路に係る共通要因故障対策

の強化について（第２回）」。 

 これは本年３月11日に１回報告のあった話ですけれども、これについて改めて報告する

ように、要するに、要求レベルなり、共通要因故障（CCF）対策として、中身を詳しく説明

してもらおうということで、改めて報告を求めたものです。 

 説明は、遠山技術基盤課長から。 

○遠山長官官房技術基盤グループ技術基盤課長 

 技術基盤課の遠山です。 

 今月11日の原子力規制委員会で、これまで（発電用原子炉施設におけるデジタル安全保

護系の共通要因故障対策等に関する）検討チーム会合で検討してきた結果を御報告いたし

ました。その際、事業者が示した対策の内容を原子力規制庁が要約して御報告いたしまし

たけれども、その炉型の違いが明確でなかったために、本日改めて御説明を行います。 

 （１ページの）２番（２．）に事業者が示した追加対策を再整理しております。 

 まず、検討に当たりまして、ソフトウェアに起因する共通要因故障が起こって、安全保

護系の機能が喪失している状態で、運転時の異常な過渡変化や事故が発生することを想定

しています。 

 次に、主な評価条件ですけれども、今回設置を求めておりますデジタル安全保護系とは

異なる機構で原子炉停止系や工学的安全施設が作動できるとして、その有効性を評価しま

す。プラントの運転状態や操作の時間は現実的に想定しています。 

 「（３）評価結果」ですけれども、まず、ABWR（改良型沸騰水型原子炉）ではアナログ

式の代替制御棒挿入回路、「ARI」と呼んでおりますが、これがございまして、自動スクラ

ムをいたします。その後、自主設備として設けているハードワイヤード機構を使って高圧

炉心注水系を手動で動かします。手動ですので、操作が遅れれば炉心損傷に至る可能性が

あります。 

 冷却材喪失事故以外の場合ですと、炉心損傷までは約30分から１時間程度の時間余裕が

あります。 
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 一方、配管の破断を考えますと、給水配管の破断というのが最も厳しくて、事象発生後

約14分後にPCT（燃料被覆最高温度）が1,200℃に達するおそれがあります。このために、

運転員が早期に事態を認知できるように、警報機能を強化するとしております。 

 なお、想定事象のうち、起動時の異常な変化として制御棒の異常な引抜きというのがご

ざいますが、これについては、そもそも制御棒を引き抜く際に少しずつ引き抜くというこ

と。また、その都度、核計装の指示を静定することを確認してから操作を行う。また、そ

れも複数人で確認を行うということですので、仮にソフトウェアの共通要因故障が起こっ

て、計器の指示に異常がある場合に、そのまま引抜きを続けるということは現実には想定

し難いと考えております。 

 次に、PWR（加圧水型原子炉）です。こちらは、異常な過渡変化や事故のうち、特に早期

に操作が必要なものについては、アナログ式の自動作動回路というのを設けてあります。

また、時間余裕があるものについては、手動の操作ができるように設けてあります。 

 しかし、大破断あるいは中破断の比較的大きなサイズのLOCA（冷却材喪失事故）につき

ましては、ソフトウェアの共通要因故障との重畳は考えておりません。これは発生頻度が

極めて低いと考えておりますので、自主設備の対象外としております。 

 したがいまして、炉心損傷に至るおそれがありますが、具体的には、このような配管破

断がありましても、アナログ式の自主設備で自動で原子炉トリップはいたします。 

 大破断LOCAの場合ですと、事象発生後約１分でPCTが1,200℃に達するおそれがあり、こ

の時間余裕を考えますと、安全注入の自動作動を図ることとしたいと、そして、炉心損傷

防止をより確実にしたいと考えています。 

 なお、BWR（沸騰水型原子炉）、PWRともに、この炉心損傷防止ができない場合でも、別

途格納容器の破損防止対策というのがございまして、大量の放射性物質の放出は防止でき

ております。 

 続いて、工事の実施時期ですけれども、これは事業者ごとに異なるのですが、安全解析

に約２年程度、その後、１回の定期検査において工事ができるとしております。 

 再稼働が済んだプラント、あるいは2023年度までに再稼働するプラントについては、2023

年度以降最初の定検（定期検査）で工事を行うと。2023年度以降に再稼働するプラントで

は、再稼働までに工事を行うとしております。 

 なお、この見込みにつきましては、審査に要する時間は見込んでおりません。 

 「３．今後の予定」ですけれども、規制上の取扱いを具体化して、改めて原子力規制委

員会にお諮りしたいと考えております。 

 説明は以上です。 

○更田委員長 

 御質問、御意見はありますか。 

 今、説明されたものというのは、デジタル系にCCFが起きた際に、それを緩和する措置と

してどちらもアナログ系を用いる。時間的余裕を考えて、PWRの場合はアナログのフィード
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バックを自動化すると。BWRは時間的に余裕はあるけれども、警報装置を備えることによっ

て十分間に合わせるということなのですけれども、順序立てていうと、前回（今月11日）

の資料が後ろについていますから分かると思うのですけれども、その（議論の）前に、CCF

対策があるはずなのだけれども、本来、Common Cause Failure（CCF）をそもそも起こさな

い対策だと。 

 諸外国の事例等も多少記されていて、V&V（Verification and Validation（検証及び妥

当性確認））を行うので、これらのものが避けられるということなのだけれども、デジタ

ル系に対する多様性の要求、そもそも（２つの系統の）双方をデジタル系としていて、そ

れは国によって違いがあるのではないかと認識していると。ただし、我が国の現状のV&V

で、これで十分低く抑えられていると書かれているのだけれども（４ページの２．（１）

参照）、この確認はどんなことをしたのですか。 

○遠山長官官房技術基盤グループ技術基盤課長 

 前回（今月11日）の資料、（本日の資料の）通しページの４ページの２番（２．（１））

に書いておりますけれども、まず、現行規制では、ソフトウェアの処理の簡素化や可視化、

あるいは自己診断機能の実装、それから、品質管理、V&Vの実施といったようなものを品質

確保の措置の要求として課しております。 

○更田委員長 

 ただ、例えば、ダイバーシティとしてベンダーを変えろとは言っていないわけですよね。 

○遠山長官官房技術基盤グループ技術基盤課長 

 はい。 

○更田委員長 

 これはどうなのだろう。調査した範囲内で、海外のアプローチとデジタル系同士のCCF

回避についての要求というのは、既にできているという認識に立っているのですか。 

○遠山長官官房技術基盤グループ技術基盤課長 

 諸外国の事例を調べてみますと、国によっていろいろな違いがございます。発生頻度が

低いとしているのは大体共通しているのですけれども、そもそもデジタル系の安全保護系

に対して、バックアップもデジタル系でもよいとしているような国もございますし、また、

今回の我が国のようにアナログ式の機構を別途設けるとしている国もございます。 

 ただし、国によって統一した対応を求めているかというと、そこまでは至っていない。

そして、さらに、国の中で規制側と事業者側とで議論がいまだに続いている国もいろいろ

あります。 

○更田委員長 

 それは分かっているけれども、むしろ日本は、ある意味、先行している部分があるので、

ただ、デジタル系にそもそもCCFを起こさせないとしたときのアプローチで、バックアップ

をどう取るかの議論は混乱させるので、バックアップは、例えば、デジタルをもう一枚設

けるというのもあるだろうし、PLD（プログラム可能な論理集積素子）みたいなものを使う
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というやり方もあるのだろうし、それから、今、うちが取ろうとしているアナログをそも

そも置きなさいという。 

 ただ、元々いわゆるＡ系、Ｂ系（２つの系統）双方をデジタルにしたときに、どのぐら

いその間のダイバーシティを持たせるかということ。元々信頼性はそれぞれが極めて高い

ので、CCFは起きにくいというのはあるけれども、共通要因故障だったらば、例えば、OS

（コンピュータのオペレーション（操作・運用・運転）をつかさどるシステムソフトウェ

ア）を変えろとか、ベンダーを変えろとかというアプローチもあるし、一方で、ベンダー

を変えることによる悪影響ももちろんあるので、そこは慎重に考慮しなければならないの

だけれども、今ここで原子力規制庁が提案しようとしているＡ系、Ｂ系との間の違いとい

うのは、これを要求していないと考えていいのですか。 

○遠山長官官房技術基盤グループ技術基盤課長 

 ここについては、要求していないと考えています。 

○更田委員長 

 要求していないけれども、バックアップとして、だから、話が先へ進んでしまっていて、

そもそもＡ系、Ｂ系との間の違いを要求しなくていいかという議論があって、それは要求

しなくていいのだと。 

 ただ、CCFが起きたときの緩和系があるから、予防がこれでいいのだというのは本末転倒

な議論だから、今日、先に説明されたのは緩和系の話であって、予防についてはいいのか

という、この辺りの議論はどうだったのかと思って。 

○西崎長官官房技術基盤グループ技術基盤課企画官 

 原子力規制庁の西崎です。 

 CCFの発生防止につきましては、現状、基準上の整理を御説明したいと思いますけれども、

今、現行の基準上は、JEAG（日本電気協会電気技術指針）にV&Vの指針でありますとか、そ

ういったものがありまして、それをエンドースしてございますので、日本の中では、いわ

ゆる品質保証対策として、ソフトウェアにバグが入らないような要求というのはなされて

います。これはJEAGで要求されています。 

 今回は紙（資料）に書いておりませんけれども、この日本のJEAGの要求と比較いたしま

したのは、IAEA（国際原子力機関）基準の新しい指針、ガイド（SSG-39（ “Design of 
Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants”, SSG-39, IAEA））が

２年（※正しくは、４年）ぐらい前にできているのですけれども、そことの要求事項の比

較をしておりますが、大きな差はないでしょうということを確認しておりますので、個別

の国では確認していないのですけれども、IAEA基準との比較ではSSG（-39）でやってござ

います。 

 それで、それを見ると大して差はないので、国際的に見て、CCFの発生防止対策としては

ある程度できているだろう。ただ、諸外国では、それはできているのだけれども、仮に発

生した場合の対策も求めているので、今回はそこが日本には足りないと思って検討してき
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たということでございます。 

○更田委員長 

 とはいうものの、ハードワイヤーは元々どこも残しているでしょう。 

○西崎長官官房技術基盤グループ技術基盤課企画官 

 原子力規制庁の西崎でございます。 

 はい。更田委員長御指摘のとおりであります。それで、今回は、とりわけ日本の既設炉

の状況を踏まえますと、別途自主的に起きた場合の対策というのを持っていたので、では、

その対策というものが有効に機能しますかと。安全保護系のCCFが起きた場合に、今持って

いるものが対応できますかという観点で、今、評価をしていただいたということでござい

ます。 

 以上、御指摘のように、もしゼロから検討すれば、そもそもＡ系、Ｂ系で多様性がどの

ようにあるべきかという議論はできたかと思いますけれども、今までのところ、我々が取

ってきたアプローチは、Ａ系、Ｂ系、多重性なのだけれども、バックアップとしてあるの

で、それは多様性がありますかということで検討を進めてきたというのが経緯でございま

す。 

○更田委員長 

 Ａ系、Ｂ系間のダイバーシティは要求していないけれども、信頼性の高いものに対して

リダンダンシーを持たせていて、そして、バックアップは明らかに違う手段を取ってくだ

さいと。そういった意味では、ハードワイヤーはPLD等に比べても、PLDはハードウェアに

焼き込まれているから、ある意味、デジタル系とはいうもののバックアップとして成立す

るとは思いますけれども、ただ、日本の場合は、例えば、泊発電所等だってハードワイヤ

ーは自主（設備）として残していてというところがあるのでしょうから、今回、それを要

求化しようという、そういう理解でいいですね。 

○西崎長官官房技術基盤グループ技術基盤課企画官 

 原子力規制庁の西崎です。 

 御指摘のとおりでありまして、今、御言及いただいたように、泊発電所というのは当初

からデジタル設計をしているのですけれども、それにもかかわらず、自主的にバックアッ

プを当初から設置していたと。 

 それから、最近、元々アナログなものをデジタル化する場合にも、アナログを残してい

るという現状を踏まえて、それをベースに今まで検討してきたということでございます。 

○更田委員長 

 それでは、２回にわたって説明を受けましたけれども、Ｂ（BWR）についてはABWRについ

て、ABWRとPWRについて、まず、そもそもCCFの回避として、デジタル系に対して、Ａ系、

Ｂ系に対して特にダイバーシティを求めるわけではないけれども、そのバックアップとし

てアナログという全く違うものを設ける。そして、Ｐ（PWR）については自動化する。それ

から、ABWRについては警報を設置すると。 
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 要求水準に関わるものですけれども、この方向を了承してもよろしいでしょうか。よろ

しいですか。 

（首肯する委員あり） 

○更田委員長 

 それでは、事務局から説明があったとおり、要求レベルについてはなのですが、今回は

前回（今月11日）の資料もついていますけれども、では、その上でこれをどうエンフォー

スするかということについて、次に議論をしていかなければならないのですけれども、前

回の本年３月11日の原子力規制委員会で既に各委員も説明を聞いておられると思いますが、

私の考えを申し上げると、例えば、要求レベルの示し方もいくつもやり方があって、基準

化、いわゆる規則で要求レベルを定めるというやり方。 

 それから、もう一つは、先ほどJEAGについての言及がありましたけれども、これはJEAG

ではないだろうけれども、例えば、ATENA（原子力エネルギー協議会）のような組織が達成

水準をレポート化して、それを原子力規制委員会がエンドースするというやり方。 

 それから、３つ目、多分、これはあり得ないけれども、要するに、自由に任せるという

ことで、これは多分、要求水準を示すという上では除外できるので、２つの要求水準の示

し方があると思っています。 

 今度それをどう監視するか、ないしは確認するか、に３つぐらいありますかね。１つは

許認可の対象とすると。それから、今回、事業者意見をいうと、これは自主（対策）でや

らせてほしいという。 

 これは既に確か私は言及したと思いますけれども、中間のやり方はないかと。中間のや

り方はいくつも工夫があるだろうとは思いますけれども、１つは、安全性向上評価、「FSAR」

への記載、デジタル系とバックアップについて、安全性向上評価の報告書（安全性向上評

価届出書）に記載することを明確に要求すると。この安全性向上評価、「FSAR」は、これ

は届出ですので、記載された事項そのものに関して強制力はないけれども、その記載内容

を我々は見ていて、水準に達しないと思ったら、これは命令発出なりのやり方ができると。 

 ですから、許認可の対象とする、ないしは自主（対策）に委ねる、の中間の方法として

あろうかと思っています。これをどう進めるかというのを少し議論しておきたいのですけ

れども、御意見があれば伺いたいと思います。また、全く別の意見でも構いません。 

○田中委員 

 今、更田委員長が言われたように、いろいろな考え方があるかと思うのですけれども、

その辺、もう少し何か事務局と我々の方も整理して、議論するといいかなと思いながらな

のですけれども、中間のやり方といったときに、先ほどJEAGとかATENAとか等々がありまし

たけれども、そういうところで本当にやってもらって、我々がそれをどう見るかという、

そういうところをやるところについて、本当に彼らにその能力があるかどうかというのも

重要な議論になってくるかと思うのですけれども、ATENAについては、１年ぐらい前にでき

たところであって、本当に能力については、今、見ているところもあるかと思うのですけ

17

IIDA001
下線

IIDA001
下線



14 

 

れども、将来的にはそれも一つの方法だと思いますけれども、我々がどのように監視して

いくか等に、先ほどの中間的なところのときに、それが本当に見られるかどうかとか、彼

らは本当にその能力があるかどうかというのも一つのポイントになってくるかと思うので

すけれども、試行的にやってみるのはあるかも分かりませんが、そんな言い方は悪いです

けれども、難しいところかと思います。 

○更田委員長 

 いわゆる学協会レベルや、事業者団体の設けたレポートのエンドースをしている例とい

うのは、旧規制当局時代も含めて例はありますので、それにあまりトピカルレポート等は

最近あまり使われない制度になってしまったけれども、それはプラクティスはいくつもあ

ります。 

 それから、主体に技術的な能力があるかどうかというよりも、レポートの中身はきっち

りチェックをしますので、ある意味、基準を作るよりも、多分、そちらの方が時間が掛か

るだろうなと思います、私は。自ら基準化してしまった方が早いのではないかと思ってい

ますし、ただ、一方で、エンドースも、これは技術的に全く難しいことではないと私は認

識をしています。 

 要求レベルの示し方、要求水準の示し方というのは、これは御意見があれば言っていた

だければと思いますけれども、これは私は基準化してしまえばいいのだろうと思っていま

す。あくまで規制が要求している水準というのを示すのに、レポートを提出してもらって、

そのエンドースというようなやり方を取らないでも、さっさと基準化してしまえばいいの

ではないかと思っています。 

 山中委員。 

○山中委員 

 私も更田委員長と同じ考え方で、基準には取り入れる方向で、ただし、具体的にいつま

でどんなことをしますかというのは、例えば、事業者の団体に提示をしていただいて、そ

の先、どうそれを確かめていくかというのはいくつか案があるかと思うのですけれども、

FSARのようなものに書いていただいて、検査で見ていくというような方法もあろうかと思

いますし、（更田委員長から提示のあったエンフォースの仕方の）３つのうち１つ目の基

準に入れるというのは、私もそれでいいかと思います。 

○更田委員長 

 要求水準の示し方というのは、基準化するというのが一番明確だろうとは思うのですけ

れども、それは当然、パブリックコメントも経て、基準化して定めていく。ただし、基準

適合のやり方としては、繰り返すようですけれども、許認可というやり方もあれば、要求

水準は示されているけれども、その達成に関しては自主（対策）に委ねるというやり方も

あるし、確認方法としてFSARを使うというやり方。 

 私はFSARを制度として育てたいと思っているので、そういった意味で、一つのやり方か

なとは思っていますけれども。 

18



15 

 

 もちろん、検査の中での確認、実態的な確認というのは、ただし、デジタル系は、検査

で確認といっても、実働させてどうこうというものではないでしょうけれども、バックア

ップのハードワイヤー系等は検査で確認ができると思いますので、現場の確認というのは。

ただ、設計や施工が確実になされているかどうかということに関しては、FSARでの記載で

も確認できると思いますけれども。 

 ほかに御意見はありますか。よろしいですか。 

 そうしたら、今出た議論をまとめてもらって、改めて原子力規制委員会としてエンフォ

ースの仕方について決定をしたいと思いますので、今日の議論の中身をもう一回資料に落

としてもらって、改めて議論をしたいと思います。ありがとうございました。 

 ３つ目の議題は、「『震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム』の検討結果

を受けた事業者からの意見聴取結果及びこれを踏まえた基準の改正方針について（第２

回）」。 

 これも本年３月４日に１回やっていますけれども、二度目になります。 

 説明は、森下原子力規制企画課長から。 

○森下原子力規制部原子力規制企画課長 

 原子力規制企画課から森下です。 

 資料３－１に基づきまして説明いたします。 

 ただいま紹介がありましたけれども、本年３月４日の原子力規制委員会で一度、「震源

を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」（検討チーム）の検討結果を受けた対応

について御議論いただきました。本日は、それに引き続きまして議論していただきたいと

いうものでございます。 

 ２．で論点を掲げておりますけれども、前回（今月４日）の原子力規制委員会で、まず

１つ、（１）でございますけれども、「今後の地震動に関する知見収集について」論点の

提起が更田委員長からございました。 

 具体的に申し上げますと、今回、原子力規制委員会が設置した検討チームで標準応答ス

ペクトルを取りまとめました。この標準応答スペクトルにつきましては、下に注１（脚注

の１）で書いておりますけれども、この検討チームの報告書（全国共通に考慮すべき「震

源を特定せず策定する地震動」に関する検討 報告書）の中で、将来の課題といたしまして、

中長期的な取組として、収集対象地震の地震動記録の分析、それから、定期的に標準応答

スペクトルへの影響の確認を行っていくことが重要と述べられております。 

 この地震動に関する知見の収集の在り方について、整理する必要があるというのが１つ

目の論点でございます。 

 具体的には、①でございますけれども、事業者に対して、将来、標準応答スペクトルの

見直しの作業を求めるのかどうか。②ですけれども、事業者に求めるといたしましたら、

この地震動の知見の収集、それから、標準応答スペクトルの見直しをどのような手段で求

めるかということで、（②の中の）括弧（書きの中に）にいくつか考えられる手法を列挙
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